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(57)【要約】
　多層光学フィルムが開示される。多層フィルムは、少
なくとも２つの隣接した光学的に透過可能な粘着接着剤
層を含む。各粘着接着剤層は、光干渉によって光を反射
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各粘着接着剤層が光干渉によって光を反射する、少なくとも２つの隣接した光学的に透
過性の粘着接着剤層を含む、多層光干渉フィルム。
【請求項２】
　少なくとも１つの粘着接着剤の内部層が感圧接着剤層である、請求項１に記載の多層光
学フィルム。
【請求項３】
　各粘着接着剤層が、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の波長の光干渉によって光を反
射する、請求項１に記載の多層光学フィルム。
【請求項４】
　各粘着接着剤層が、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲の波長の光干渉によって光を
反射する、請求項１に記載の多層光学フィルム。
【請求項５】
　各粘着接着剤層の光学的厚さが、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の波長の、少なく
とも１つの波長で、約０．５ミクロン未満である、請求項１に記載の多層光学フィルム。
【請求項６】
　各粘着接着剤層の光学的厚さが、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の波長の、少なく
とも１つの波長で、約０．２ミクロン未満である、請求項１に記載の多層光学フィルム。
【請求項７】
　各粘着接着剤層の光学的厚さが、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の波長の、少なく
とも１つの波長で、約０．１ミクロン未満である、請求項１に記載の多層光学フィルム。
【請求項８】
　各粘着接着剤層の光学的厚さが、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲の波長の、少な
くとも１つの波長で、約４ミクロン未満である、請求項１に記載の多層光学フィルム。
【請求項９】
　各粘着接着剤層の光学的厚さが、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲の波長の、少な
くとも１つの波長で、約２ミクロン未満である、請求項１に記載の多層光学フィルム。
【請求項１０】
　各粘着接着剤層の光学的厚さが、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲の波長の、少な
くとも１つの波長で、約１ミクロン未満である、請求項１に記載の多層光学フィルム。
【請求項１１】
　それぞれが光干渉によって光を反射する、少なくとも５つの隣接した粘着接着剤層を含
む、請求項１に記載の多層干渉フィルム。
【請求項１２】
　それぞれが光干渉によって光を反射する、少なくとも７つの隣接した粘着接着剤層を含
む、請求項１に記載の多層干渉フィルム。
【請求項１３】
　それぞれが光干渉によって光を反射する、少なくとも９つの隣接した粘着接着剤層を含
む、請求項１に記載の多層干渉フィルム。
【請求項１４】
　光干渉によって光を反射する各粘着接着剤層が、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の
１波長の何分の１かの光学的厚さを有する、請求項１１に記載のいずれかの多層干渉フィ
ルム。
【請求項１５】
　光干渉によって光を反射する各粘着接着剤層が、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の
１波長の何分の１かの光学的厚さを有する、請求項１２に記載のいずれかの多層干渉フィ
ルム。
【請求項１６】
　光干渉によって光を反射する各粘着接着剤層が、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の
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１波長の何分の１かの光学的厚さを有する、請求項１３に記載のいずれかの多層干渉フィ
ルム。
【請求項１７】
　光干渉によって光を反射する各粘着接着剤層が、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲
の１波長の何分の１かの光学的厚さを有する、請求項１１に記載のいずれかの多層干渉フ
ィルム。
【請求項１８】
　光干渉によって光を反射する各粘着接着剤層が、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲
の１波長の何分の１かの光学的厚さを有する、請求項１２に記載のいずれかの多層干渉フ
ィルム。
【請求項１９】
　光干渉によって光を反射する各粘着接着剤層が、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲
の１波長の何分の１かの光学的厚さを有する、請求項１３に記載のいずれかの多層干渉フ
ィルム。
【請求項２０】
　前記多層フィルムの各層が光干渉によって光を反射する、請求項１に記載の多層干渉フ
ィルム。
【請求項２１】
　第一の最外部層及び第二の最外部層の中の少なくとも１つが粘着接着剤である、前記第
一の最外部層及び第二の最外部層を有する、請求項１に記載の多層干渉フィルム。
【請求項２２】
　第一の最外部層及び第二の最外部層の中の少なくとも１つが光干渉によって光を反射す
る、前記第一の最外部層及び第二の最外部層を有する、請求項１に記載の多層干渉フィル
ム。
【請求項２３】
　少なくとも１つの粘着接着剤層が異方性である、請求項１に記載の多層干渉フィルム。
【請求項２４】
　第一の最外部層と、第二の最外部層と、前記第一の最外部層及び第二最外部層の中の少
なくとも１つの上に配置された除去剥離層とを有する、請求項１に記載の多層干渉フィル
ム。
【請求項２５】
　少なくとも２つの粘着接着剤層が互いに隣接してあり、前記少なくとも２つの隣接した
粘着接着剤層それぞれが光干渉によって光を反射する、２つ又はそれ以上の光学的に透過
性の粘着接着剤層を含む、光干渉フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層光学フィルムに関する。本発明は特に、粘着接着層を組み込んだ多層光
干渉フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多層光学フィルムは、異なる材料の層を１つのコンポジットフィルムへ形成する利点に
より、商業的及び消費者アプリケーション内で一般に使用される。多層光学製品は、例え
ば、コンピュータ、タッチスクリーンディスプレイ、ディフューザ、偏光子、及び鏡など
で使用される。多層構造の利点には、好ましい光学特性及び機械的強さが含まれる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多層光学フィルムは時々、例えば共押出成形によって共に形成され、時々個々の予め形
成されたフィルム層から多層フィルム構造へラミネート加工され、並びに、光学的特性を
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有する可能性のある接着層を使用して、時には共に置かれ、接触を保つ。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一般に、本発明は多層光学フィルムに関する。本発明のある実施形態では、多層光学フ
ィルムは少なくとも２つの光学的に透過可能な粘着接着層を含む。各粘着接着層は、光干
渉によって光を反射する。
【０００５】
　本発明の別の実施形態では、多層光干渉フィルムは、２つ又はそれ以上の光学的に透過
可能な粘着性接着層を含む。少なくとも２つの粘着接着層が互い隣接しており、それぞれ
が、光干渉によって光を反射する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　一般に、本発明は多層光学フィルムに関する。本発明は特に、粘着接着層を組み込んだ
多層光干渉フィルムに適用できる。
【０００７】
　多層光学フィルムは、一般に、例えば入射光線を偏光、反射、又はフィルタリングする
。例えば、米国特許番号第６，４０７，８６２号では、重合体高分子材料から作られた鏡
面的に反射する鏡を含む、電子プロジェクションシステムについて記載されており、鏡は
、約４００ｎｍ～約７００ｎｍまでの可視的なスペクトル上に、均一の高い反射率を持つ
。別の例として、米国特許番号第６，０８８，０６７号には、偏光子が多層光学フィルム
でできている、反射する偏光子を含む液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）プロジェクションシス
テムについて記載されている。
【０００８】
　光学システムでは、接着剤を使用することによって隣接した層をラミネート加工するこ
とが、好ましいことがしばしばある。ラミネート加工は、例えば、構造的な一体性を改善
し、表面保護を提供し、又はまぶしさを軽減することが好ましい場合がある。例えば、米
国特許番号第６，４５９，５１４号は多層高分子フィルムを別の表面へラミネート加工す
るのに有用な接着剤について述べているが、そこでは接着剤が、光学的スタック自身の主
要な光学的機能へ貢献することなく、有用な機械的又は化学的性質を提供する。
【０００９】
　本発明は、好ましくは最外部の層を含む多くの層が、粘着性の接着剤である多層光学フ
ィルムを記述することにより、別の表面をラミネートする必要がしばしばある多層光学フ
ィルムに、多層光学フィルムの主要な光学的機能を兼ね備えるようにするものである。本
発明のある実施形態によると、多層の光学フィルムは、所定の応用において好ましい、多
層光学フィルムの接着特性及び主要な光学的機能を提供する。本発明の１つの利点は、多
層光学フィルムを表面へラミネート加工するための接着層の必要性を排除又は削減するこ
とによる低コスト及び削減された全体厚さである。本発明のある実施形態によると、多層
光学フィルムは、複数の接着層を含むことによって被着体（adherand）へ十分な接着性を
提供するが、光学フィルム内の個々の層は、それ自体で十分な接着を提供するには、十分
厚くない場合がある。
【００１０】
　図１は、本発明のある実施形態に従った、多層光干渉フィルム１００の概略的側面図で
ある。干渉フィルム１００は、第一の光学的に透過可能な最外部層１２５、第二の透過可
能な最外部層１３０、及びｎが少なくとも２である、「ｎ」個の内部光学層１０１－１～
１０１－ｎを含む。特に、図１は第一の内部の光学層１０１－１、第二の内部の光学層１
０１－２、ｉ番目の内部光学層１０１－ｉ、及びｎ番目の内部の光学層１０１－ｎを示し
ている。簡単にするために、並びに普遍性を失わないように、１０１－２及び１０１－ｉ
（層１０１－３～１０１－（ｉ－１））間の内部光学層、及び、層１０１－ｉ及び１０１
－ｎ（層１０１－（ｉ＋１）～１０１－（ｎ－１））間の内部光学層は、図１には示され
ていない。
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【００１１】
　本発明のある実施形態によると、複数の内部光学層は接着性があり、好ましくは粘着接
着剤である。本明細書で使用する時、粘着接着剤という言葉は、粘着性（tack）を有する
接着剤を意味し、粘着性（tack）とは、接着剤（adhesive）及び被着体（adherand）が軽
圧力の下に接触させられた後すぐに、接着剤（adhesive）が、被着体（adherand）に対し
適度な強さの接着剤となるのを可能にする接着特性を意味する。粘着接着剤の例には、感
圧接着剤が挙げられる。
【００１２】
　本発明の説明で使用される時、「感圧接着剤」という語句は、軽い圧力のみの適用後、
広範囲な種類の基材に対して恒久的で強力な粘着度を示す接着剤を意味する。感圧接着剤
は、接着性、凝集力、伸縮性、及び弾性に関する４重の調和を有し、通常は、通常室温（
即ち、約２０℃～約３０℃）の使用温度では粘着性がある。感圧接着剤はまた、通常は約
数日、しばしば数ヶ月又は数年の、オープンタイムタック期間（open-time tack）（即ち
、接着剤が室温で粘着性がある期間）を有する。感圧接着剤の一般に認められた定量的記
述は、ダルキスト基準線によって与えられており（（Ｄ．サタス（D. Satas）著、「感圧
接着剤技術ハンドブック（Pressure Sensitive Adhesive Technology）第二版」ニューヨ
ーク：ヴァン・ノストランド（Van Nostrand Reinhold）、１９８９、１７１～１７６ペ
ージに記載）、これは、約３ｘ１０５パスカル未満（約２０℃～約２２℃の温度で、１０
ラジアン／秒で測定）の貯蔵弾性率（Ｇ’）を有する材料は通常、感圧接着剤特性を有す
るが、一方この値を超えるＧ’を有する材料は通常この特性を持たないことを示す。
【００１３】
　本発明のある実施形態によると、光干渉フィルム１００内のいくつかの内部の光学層は
、表面接着によって隣接した層をひとつに結合する能力のために、接着剤であると見なさ
れるが、粘着接着剤ではない。
【００１４】
　本発明のある実施形態によると、少なくとも１つの粘着接着剤内部層、好ましくは複数
の粘着接着剤内部層のそれぞれ、更により好ましくは、粘着接着剤内部層のそれぞれが光
干渉によって光を反射する。一般的に光干渉は、２つ又はそれ以上の重なる光線の光の強
度の合計が、少なくとも一部分において、重なる光線間の干渉次第である場合に発生する
。光干渉においては、光の強度の合計が、必ずしも個々の光線の強度の合計ではない。例
えば、強度の合計は、個々の光線の強度の合計を超えることができ、個々の光線の強度の
合計未満、又は０であっても良い。光干渉は一般的に、個々の光線間に位相関係が存在す
る場合に発生する。換言すれば、光干渉は、１つの場所で、２つ又はそれ以上の重なる光
線の光の強度の合計が、少なくとも一部分において個々の光線の振幅及び位相両方の関数
である場合に発生し得る。
【００１５】
　一般的に、層上の入射光線は層内で、層の２つの主要面から複数の反射を受け、層によ
って反射された複数の光線、及び層によって透過された複数の光線となる。層によって反
射された光の合計は、層によって反射された個々の光線の全ての合計である。同様に、層
によって透過された光の合計は、層によって透過された個々の光線の全ての合計である。
本明細書で使用する時、層によって反射される個々の光線間に干渉がある場合、層は光干
渉によって光を反射する。これは、反射光の全体的な強度が、少なくとも一部分において
、個々の反射光線の振幅及び位相の両方の関数であることを意味する。そのように、反射
光の強度の全体的な強度は、必ずしも個々の反射光線の強度の総和ではない。例えば、反
射光の強度の合計は、個々の反射光線の強度の合計を超えることができ、個々の反射光線
の強度の合計未満、又は０であっても良い。本発明によると、層は、反射光の強度の合計
が０又は０に近い場合でも、光干渉によって光を反射する。
【００１６】
　コヒーレンスの観点では、光干渉という言葉は、本明細書で使用する時、インコヒーレ
ント解析が、一般的にスペクトルの望ましい領域内での光干渉によって光を反射する層の
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全ての反射特性を十分に予測又は述べるために、十分ではないことを意味する。むしろ、
コヒーレントなアプローチが、スペクトルの望ましい領域内の層の観測・測定された反射
特性を正確に予測又は説明するために必要とされる。本明細書で使用する時、インコヒー
レントなアプローチとは、個々の反射され、透過された光線の振幅又は強度が、層の反射
特性及び透過特性を十分に決定又は予測できる。対照的に、コヒーレントなアプローチと
は、個々の反射され、透過された光線の位相及び振幅が、層の反射及び透過特性を正確に
決定、又は予測するために説明される必要があることを意味する。
【００１７】
　一般的に、インコヒーレントなアプローチが層の反射特性を十分に予測できるかどうか
は、対象の波長範囲及び光学的な厚さを含む多数の要因に依存し、光学的な厚さは層の厚
さと対象の波長範囲における波長での層材料の屈折率との積である。一般的に、層の光学
的厚さが対象の波長より十分大きい場合、インコヒーレントなアプローチは、対象の波長
範囲で、層の反射特性を十分に予測できる。他方では、一般的に、層の光学的厚さが対象
の波長に匹敵する、又はそれより小さい場合、その層は光干渉によって光を反射し、コヒ
ーレントなアプローチが、対象の波長での層の反射特性を十分に予測するために要求され
る。
【００１８】
　層の光学的厚さは、反射率が最も高い波長、帯域幅（例えば、層の反射率曲線の半値幅
）、及び層が光学的吸収材料から作られている場合は、層の光学的吸収に影響を与える。
いくつかの応用では、ある波長λにおいて光干渉によって光を反射する光学フィルム１０
０内の層の光学的厚さは約２λ未満で、いくつかの他の応用では約１．５λ未満、いくつ
かの他の応用ではλ未満、並びに更にいくつかの他の応用では０．７λ未満である。いく
つかの応用では、ある波長λにおいて光干渉によって光を反射する光学フィルム１００内
の層の光学的厚さは約０．５λ未満で、いくつかの他の応用では約０．２λ未満、並びに
いくつかの他の応用では０．１λ未満である。
【００１９】
　内部の光学層１０１－１は、入力面１２０、出力面１２１を有し、入力面１２０は層１
２５及び１０１－１間にインターフェースを形成し、出力面１２１は１０１－１及び１０
１－２間にインターフェースを形成する。一般的に、異なる屈折率を持つ２層間のインタ
ーフェース上の光の入射は、少なくとも部分的に反射される。更に、一般的に、２つの屈
折率間の差が増加するにつれ反射光の大きさは、増加する。
【００２０】
　インターフェース１２０での層１０１－１上の入射光線１１０は、入力面１２０で部分
的に反射されかつ部分的に透過され、反射光１１０－ｒ１及び透過光１１０－１をそれぞ
れ作る。透過光１１０－１は、部分的に反射する面１２０及び１２１で、層１０１－１内
の多数の連続的な反射を受け、層１０１－１によって反射されかつ透過された多数の連続
的な光線をもたらす。層１０１－１によって反射された連続的な光線は、光線１１０－ｒ
１、１１０－ｒ２、１１０－ｒ３、及び１１０－ｒ４を含み、並びに層１０１－１によっ
て透過された連続的な光線は、光線１１０－ｔ１、１１０－ｔ２、及び１１０－ｔ３を含
む。理論上は、そのような反射されかつ透過される光線は無限である。但し実際には、測
定され又は観測された全ての反射又は透過を十分に予測するには、そのような反射されか
つ透過された光線のいくつかのみを考慮するだけで十分であることが多い。これは、反射
又は透過された光線の振幅は、層１０１－１内の連続した反射のそれぞれと共に、顕著に
減少する傾向があるためである。反射光の合計は、層１０１－１によって反射された全て
の光線を合計することによって求められる。同様に、透過光の合計は、層１０１－１によ
って透過された全ての光線を合計することによって求められる。反射又は透過された光線
それぞれは、大きさ及び位相を有する。反射又は透過の合計を決定するためのコヒーレン
ト解析は、反射又は透過された各光線の位相が、解析において考慮され、組み込まれる必
要がある。対照的に、インコヒーレント解析では、反射、及び透過された光線の個々の位
相は無視することができ、解析は個々の光線の規模又は振幅のみに基づくことができる。
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【００２１】
　本発明のある実施形態によると、代表的な内部光学層１０１－１は光干渉によって光を
反射するが、これは反射された層１０１－１によって反射光の合計の決定において、反射
光線のそれぞれの位相（即ち層１０１－ｒ１、１１０－ｒ２、１１０－ｒ３、．．．）は
、測定され又は観測された反射光又は透過光の特性を正確に予測又は説明するために解析
の中に含まれる必要があることを意味する。コヒーレント解析では、反射光線には、ある
波長での個々の反射光線の位相依存性を対象の波長で、プラス的又はマイナス的に加える
ことができる。
【００２２】
　代表的な内部層１０１－１は、通常約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の波長で、スペ
クトルの可視領域内の光干渉によって光を反射できる。いくつかの応用では、内部層１０
１－１は、スペクトルの赤外線領域内で、通常約７００ｎｍ～約３，０００ｎｍの範囲の
波長で、光干渉によって光を反射できる。
【００２３】
　干渉フィルム１００内の他の層は、粘着接着剤特性を有し、光干渉によって光を反射で
きる。例えば、層１０１－１～１０１－ｎの全ては、粘着接着剤層となり得て、光干渉に
よって光を反射できる。ここでｎは１を超える整数である。いくつかの応用では、干渉フ
ィルム１００は、少なくとも３つの粘着接着剤の内部層を有することができ、その内少な
くとも３つは光干渉によって光を反射する。いくつかの他の応用では、干渉フィルム１０
０は、少なくとも５つの粘着接着剤の内部層を持つことができ、その内少なくとも５つは
光干渉によって光を反射する。更に他のいくつかの応用では、干渉フィルム１００は少な
くとも７つの粘着接着剤の内部層を持つことができ、その内少なくとも７つは光干渉によ
って光を反射する。一般的に、干渉フィルム１００は少なくとも「ｋ」個の粘着接着剤の
内部層を持つことができ、その内少なくとも「ｋ」個は、光干渉によって光を反射する。
ここで「ｋ」は１を超える整数である。
【００２４】
　一般的に、干渉フィルム１００内の隣接した層は、異なる屈折率を持つ。但しいくつか
の応用では、干渉フィルム１００内の隣接した層は、同じ屈折率を有することができる。
例えば、隣接した層１０１－１及び１０１－２は、所定の波長で、同じ屈折率を持つこと
ができる。隣接した層は、例えば、機械的及び／又は化学的特性を改善するために同じ屈
折率を持つことができる。隣接した層が同じ屈折率を持つ場合、隣接した複数の層は組み
合わさって、光干渉により光を反射できる。
【００２５】
　本発明の１つの実施形態では、光干渉フィルム１００内の粘着接着剤の内部層を含む層
は等方性であり、これは、何れの３つの相互に垂直な方向に沿った層の屈折率は、所定の
波長では等しいことを意味する。いくつかの応用では、光干渉フィルム１００内の粘着接
着剤の内部層を含む層は異方性であり、これは、少なくとも２つの相互に垂直な方向に沿
った層の屈折率は、所定の波長では等しくないことを意味する。
【００２６】
　本発明の１つの実施形態によると、層１０１－ｉのような、光干渉によって光を反射す
る干渉フィルム１００内の層の光学的な厚さは、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲の波
長内では、少なくとも１つの波長では２ミクロン未満であり、好ましくは約１ミクロン未
満、より好ましくは約０．７ミクロン未満、より好ましくは約０．５ミクロン未満、より
好ましくは約０．２ミクロン未満、更により好ましくは約０．１ミクロン未満である。
【００２７】
　本発明の１つの実施形態によると、光干渉によって光を反射する干渉フィルム１００内
の層の光学的な厚さは、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲では、少なくとも１つの波
長では６ミクロン未満であり、好ましくは約４ミクロン未満、より好ましくは約２ミクロ
ン未満、更により好ましくは約１ミクロン未満である。
【００２８】
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　本発明の１つの実施形態によると、層１０１－１及び１０１－ｉのような、光干渉によ
って光を反射する干渉フィルム１００内の層の光学的な厚さは、波長λｏの何分の１かで
ある。ここでλｏは、可視スペクトルの波長であり得て、一般的に、例えば４００ｎｍ、
５００ｎｍ、５５０ｎｍ、又は６００ｎｍなどのような約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範
囲内の波長である。例えば、層１０１－１及び１０１－ｉの内の１つ、又はその両方の光
学的厚さはλｏ／４、λｏ／２、又は７λｏ／３６であり得る。
【００２９】
　本発明の１つの実施形態によると、λｏは、赤外線スペクトルの波長であり得て、通常
、例えば７００ｎｍ、８００ｎｍ、１０００ｎｍ、１３００ｎｍ、１５００ｎｍ、２００
０ｎｍ、２５００ｎｍ、若しくは３０００ｎｍなどの約７００ｎｍ～約３，０００ｎｍの
範囲内の波長である。
【００３０】
　本発明の１つの実施形態によると、光干渉によって光を反射する干渉フィルム１００内
の層は、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの範囲内の波長の少なくとも１つの波長の何分の１
かである、光学的厚さを持つ。本発明の別の実施形態によると、光干渉によって光を反射
する干渉フィルム１００内の層は、約７００ｎｍ～約３０００ｎｍの範囲内の波長の少な
くとも１つの波長の何分の１かである、光学的厚さを持つ。
【００３１】
　本発明の１つの実施形態によると、少なくとも１つの最外部層１２５及び１３０は、対
象の波長領域において、光干渉によって光を反射する。更に、少なくとも１つの最外部層
は、粘着接着剤である。そのような場合、粘着接着剤の最外部層は、例えば、干渉フィル
ム１００を素子又は構成要素へ接合するのに使用できる。
【００３２】
　本発明の１つの実施形態では、干渉フィルム１００内の各層は、光学的に透過性であり
、これは各層が、入射光の少なくともかなりの部分を透過することを意味する。各層の内
部の光学的透過率（即ち、表面の反射による損失を除く透過率）は、少なくとも５０％、
より好ましくは少なくとも８０％、更により好ましくは少なくとも９８％、更により好ま
しくは少なくとも９９％、更により好ましくは少なくとも９９．５％である。
【００３３】
　干渉フィルム１００の層のために使用される材料は、光学的製品に有用などのような材
料でも良く、好ましくは望ましい波長での高い光学的透過率を持ち、好ましくは望ましい
機械的、接着性、導電性、偏光性、拡散性、又は他の機械的又は光学的特性を有する。干
渉フィルム１００内の光学的層は、例えばガラス、例えばポリエステル、ポリカーボネー
ト、又は別の有機又は無機材料のような有機高分子材料材料、などの材料から作られて良
い。層１２５のような、干渉フィルム１００の粘着接着剤の最外部層は、光学的構成要素
をお互いに固着させるのに使用できる一方で有用な光学的特性を更に提供する。接着剤は
、構造的又は感圧の接着剤特性、又は複合組み合わせを示すどのような材料であっても良
い。
【００３４】
　本発明の利点は、干渉フィルム内で複数の機能を可能にする光学的層を提供することに
ある。例えば、干渉フィルム１００は、２つのレンズ、又は２つの基材などの２つの異な
る光学的構成要素を接合するための複数の粘着接着剤層を持つことができる。同時に、干
渉フィルム１００内の粘着接着剤層は、光干渉によって光を反射、透過できる。例えば、
干渉フィルム１００は、スペクトルの１つの領域を反射し、別の領域を透過するために、
光学的フィルタとして使用できる。別の例として、干渉フィルム１００は鏡、偏光子、又
は反射防止フィルとなり得る。例えば、干渉フィルム１００は、約４００ｎｍ～約７００
ｎｍの範囲の波長において、少なくとも１つの波長で、反射防止特性を持つことができる
。一般に、干渉フィルム１００は望ましい光学的特性を提供するために、光干渉を用いる
、どのような光学的要素であっても良い。
【００３５】
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　干渉フィルム１００は、光干渉によって光を反射しない層を含むことができ、これは、
インコヒーレント解析が、所望の波長における層の反射特性を十分に予測・説明すること
を意味する。
【００３６】
　干渉フィルム１００内で使用される材料のための代表的な屈折率は、組成物によって大
きく異なる場合がある。高分子材料は、約１．４～１．５（例えば、あるシリコンポリマ
ー及びポリアクリレート）～約１．８７（例えば、一軸配向のポリエチレンナフタレン）
の屈折率を示す場合がある多くの感圧接着剤はこの範囲に該当する。-ガラスなどの無機
材料、又はあらゆる種類の基材上の無機コーティングは、異なる範囲の屈折率を有する場
合がある。無機コーティングは、約１．５又は１．８～約２．２（インジウム酸化スズ）
、又はそれより高い値（例えば、２．４）を示すことができる。材料の屈折率は、よく知
られた方法（例えば、屈折計の使用）によって測定できる一般的特性である。屈折率はま
たカタログに入っている。Ｊ．ブランダップ及びＥ．Ｈ．イマーガット（J. Brandup and
 E. H.）著「ポリマーハンドブック」第三版、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ
、４５３～４６１ページ、１９８９年）参照。
【００３７】
　干渉フィルム１００は、有機ポリマー（例えば、ホモポリマー又は共重合体など）、又
はガラス、セラミックのような無機材料、金属酸化物コーティングのような無機コーティ
ング剤、又はポリカーボネートが挙げられる光学層を含んでも良い。干渉フィルム１００
は、支持層、偏光層、拡散層、反射層、強度又は支持を提供する透過層、導電性層、反射
防止層、金属層、光吸収層などの役割を果たす非接着剤の光学層を含んでも良い。１つ以
上のこれらの非接着剤層は、干渉フィルム１００の外層、又は中間層として使っても良い
。
【００３８】
　どのような種類のガラス又は光学的セラミックも、非接着性の光学的構成要素（例えば
、支持）として使用できる。ポリエステルのような重合体材料（例えば、ポリエチレンナ
フタレート（ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタレートなど）ポリアクリレート、ポリカー
ボネート、又はフィルム材料及び重合体材料などのその他の硬質又は剛性材料。ポリカー
ボネート層は通常、約１ミリメートル又は３ミリメートルから、それ以上のどのような大
きさの厚さまでの範囲での厚さで使用でき、ポリメチルメタクリレートのようなポリアク
リレート、例えば、少なくとも約１ミリメートル～３ミリメートル、それ以上のどのよう
な大きさの厚さまでの範囲での厚さで使用できる。そのような材料の典型的な屈折率は、
約１．４以上、例えば、約１．４８と１．６の間であっても良い。
【００３９】
　非接着性の光学的構成要素層は、光学的コーティング層、電気的導電性コーティング層
、又は別の種類のコーティング層を含んでも良い。コーティングされた光学的層の例には
、ガラス又は、インジウム酸化スズ（ＩＴＯ）のような導電性層でコーティングされたポ
リエステルが含まれる。
【００４０】
　代表的な接着層は、構造接着剤、感圧接着剤、又は構造接着剤及び感圧接着剤の複合物
の特性を示すことで知られる材料から作ることができる。接着剤は、紫外線照射、電子ビ
ーム照射、加熱などの様々な方法によって硬化できる。
【００４１】
　他の高分子又は非高分子材料は、必ずしも粘着性の接着剤として機能することなしに、
干渉フィルム１００の層内に含まれる。これらの材料は、例えば機械的特性、光学的特性
を提供するため、又は加工を容易にするために含まれることができる。例としては、可塑
剤、粘着付与剤、架橋剤、硬化剤、ナノ粒子などが含まれる場合がある。
【００４２】
　干渉フィルム１００は、当事者によって理解される方法によって調製できる。有機及び
無機、接着剤又は非接着性の層が、有用な層間の接着を製造するために配置されることが
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できる。高分子及び粘着性の層は、要望や有用性に従い、例えば、コーティング又は流延
成形及び溶媒の蒸発によって、ホットメルト方法によって、様々な押出成形、ブロー押出
成形、共押出成形方法、又は他の既知の方法によって、高分子又は粘着性の層を製造する
ことによって調製できる。接着性又は非接着性の有機高分子又は無機層は、有用な量の層
間の接着の作成の必要に応じて、硬化の前後にラミネート加工することができる。
【００４３】
　既知の共押出成形方法がまた、複数のポート（例えば、スロット）又は多層ダイを通し
て異なる材料を押し出すことによって、類似又は異なる、熱加工可能な重合体材料の複数
層を有する多層の材料を調製するために使用されても良い。これらの方法は有用であり、
良好な中間層接着性を有した、異なる材料の多層複合物を製造することができる。
【００４４】
　光干渉フィルム１００は、図１では明確に示されていないが、最外部層１２５及び１３
０の少なくとも１つの上に置かれる、付加的な層を含んでも良い。そのような付加的な層
は、例えば、処理中又は使用中の適した時間に、フィルムから除去することができる、剥
離層の役目を務める。
【００４５】
　上記に引用されたすべての特許、特許出願及び他の公開を完全に再現するように本明細
書に参照により援用する。本発明の様々な態様の説明を容易にするために本発明の特定の
実施例を上記に詳細に説明したが、本発明は、それら実施例の詳細に限定されるものでは
ないことを理解すべきである。むしろ添付の特許請求の範囲により規定されるように本発
明の趣旨及び範囲内にあるすべての変形例、実施形態及び代替例をすべて網羅しようとす
るものである。
【００４６】
　本発明は、添付の図面に関連して以下の本発明の種々の実施形態の詳細な説明を考慮し
て、より完全に理解し正しく認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明のある実施形態に従った、多層光干渉フィルムの概略的側面図。
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【国際調査報告】
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